
包
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禱
簡
に
お
け
る
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囟
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檢
討

三

包
山
卜
筮
祭
禱
簡
に
お
け
る
「
囟
攻
解
」
に
つ
い
て
の
再
檢
討

趙
　
　

珊

は
じ
め
に

　

一
九
八
七
年
に
湖
北
省
荊
門
市
包
山
二
號
墓
か
ら
、
楚
國
の
司
法
に
關
す
る

「
文
書
簡
」
と
隨
葬
品
の
目
錄
で
あ
る
「
遣
策
」
と
あ
わ
せ
て
、
極
め
て
重
要
な

竹
簡
資
料
で
あ
る
「
卜
筮
祭
禱
簡
」
が
發
見
さ
れ
た
。「
卜
筮
祭
禱
簡
」
と
は
戰

國
時
代
の
楚
に
お
い
て
、
貞
人
（
巫
祝
）
た
ち
が
封
君
や
世
族
の
屋
敷
に
招
か
れ
、

依
賴
者
の
た
め
に
向
こ
う
一
年
閒
の
安
危
の
㊒
無
や
、
災
い
を
も
た
ら
し
た
祟
り

の
所
在
を
貞
問
し
た
際
、
も
し
何
ら
か
の
憂
患
が
占
斷
さ
れ
た
場
合
に
、
そ
れ
を

解
除
す
る
た
め
の
祭
品
を
捧
げ
る
祭
禱
案
や
、
祭
品
を
使
わ
ぬ
「
囟
攻
解
」
案
な

ど
を
提
示
し
た
記
錄
、
お
よ
び
そ
の
祭
禱
の
實
施
記
錄
を
含
む
も
の
で
あ
る（

（
（

。
本

稿
で
は
、
包
山
「
卜
筮
祭
禱
簡
」
に
お
け
る
「
囟
攻
解
」
の
再
檢
討
を
通
じ
て
楚

地
の
祭
祀
文
化
に
つ
い
て
見
直
し
を
圖
り
た
い
。

　
「
囟
攻
解
」
は
「
囟
（
命
）
攻
解
於
＋
鬼
神
名
」
の
構
文
に
よ
っ
て
示
さ
れ
、

多
數
の
學
者
は
、
祭
品
を
用
い
ず
に
言
葉
を
も
っ
て
鬼
神
を
責
め
、
解
除
（
解

脫
）
を
求
め
る
行
爲
（「
以
辭
責
讓
、
以
求
解
脫
」）
を
意
味
す
る
と
解
釋
し
て
い
る
。

こ
れ
は
、『
周
禮
』
春
官
・
大
祝
の
鄭
㊟
「
攻
說
は
、
則
ち
辭
を
以
て
之
を
責
む
」

と
い
う
記
述
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
部
分
に
み
え
る
「
攻
」
に

つ
い
て
は
、
こ
れ
を
「
攻
說
」
と
切
り
離
し
て
解
釋
す
る
說
も
存
在
し
て
お
り

（
後
述
）、「
囟
攻
解
」
に
つ
い
て
は
再
解
釋
の
餘
地
が
あ
る
。
本
稿
で
は
、
他
の

歷
史
文
獻
や
出
土
資
料
と
の
比
較
を
通
じ
て
、「
囟
攻
解
」
が
鬼
神
を
祓
う
除
祟

法
で
は
な
く
、「
攻
」（
巫
祝
な
ど
と
類
似
す
る
職
能
人
）
が
鬼
神
と
交
流
を
圖
る
こ

と
に
よ
っ
て
依
賴
者
の
憂
患
を
轉
移
さ
せ
る
「
移
祟
法
」
で
あ
る
こ
と
を
導
き
、

楚
地
の
祭
祀
文
化
の
理
解
に
對
す
る
新
た
な
視
點
を
提
供
し
て
い
き
た
い
。

第
一
節
　「
囟
攻
解
」
の
解
釋

（
一
）「
卜
筮
祭
禱
簡
」
の
構
造

　

包
山
二
號
墓
の
北
室
か
ら
出
土
し
た
五
十
七
枚
の
「
卜
筮
祭
禱
簡
」
は
、
二
十

六
組
か
ら
な
る
。
そ
の
內
容
は
す
べ
て
墓
主
の
た
め
に
貞
問
し
て
吉
凶
禍
福
を
尋

ね
、
鬼
神
と
祖
先
に
賜
福
、
加
護
を
祈
願
す
る
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
各
組
の

前
辭
に
「
左
尹
☆
の
爲
に
貞
ふ
」
ま
た
は
「
左
尹
邵
☆
の
爲
に
貞
ふ
」
と
記
さ
れ

て
い
る
こ
と
か
ら
、
墓
主
の
名
は
邵
☆
、
官
職
は
左
尹
、
身
分
は
上
大
夫
で
あ
る

と
推
定
さ
れ
て
い
る（

（
（

。

　

包
山
簡
の
み
な
ら
ず
、「
卜
筮
祭
禱
簡
」
は
一
定
の
構
造
を
持
ち
、
全
體
と
し

て
第
一
次
占
卜
と
第
二
次
占
卜
に
分
か
れ
る
。
そ
の
う
ち
第
一
次
占
卜
は
前
辭
・



日
本
中
國
學
會
報
　
第
七
十
六
集

四

命
辭
・
占
辭
・
敓敓
辭
を
含
み
、
第
二
次
占
卜
は
新
た
な
命
辭
と
占
辭
を
含
む
。

　

例
と
し
て
、
第
二
五
組
（
包
山
二
四
七
・
二
四
八
號
簡
）
の
簡
文
を
擧
げ
れ
ば
、

以
下
の
よ
う
で
あ
る
。（
以
下
、
楚
簡
を
引
用
す
る
に
際
し
て
は
、
可
能
な
限
り
通
行
字

體
に
改
め
て
表
記
す
る
。）

「
第
一
次
占
卜
」

前
辭
：
大
司
馬
悼
滑
將
楚
邦
之
師
徒
以
救
郙郙
之
歲
、
荆
夷
之
⺼
、
己
卯

之
日
。
許
吉
以
駁
靈
爲
左
尹
☆
貞
。

（
大
司
馬
悼
滑
、
楚
邦
の
師
徒
を
將
ゐ
て
以
て
郙郙
を
救
ふ
の
歲
、
荆
夷

の
⺼
、
己
卯
の
日
。
許
吉
、
駁
靈
を
以
て
左
尹
☆
の
爲
に
貞
ふ
。）

命
辭
：
旣
腹
心
疾
、
以
上
氣
、
不
甘
⻝
。
久
不
瘥
、
尙
速
瘥
、
毋
㊒
祟
。

（「
旣
に
腹
心
疾
あ
り
、
上
氣
を
以
て
、
⻝
を
甘
し
と
せ
ず
。
久
し
く
瘥い

え
ず
。
速
や
か
瘥
え
、
祟
り
㊒
る
毋
か
ら
ん
こ
と
を
尙
ふ
」
と
。）

占
辭
：
占
之
、
恆
貞
吉
、
病
㊒
續
。

（
之
を
占
す
る
に
、「
恆
貞
吉
。
病
ひ
、
續
く
こ
と
あ
り
」
と
。）

敓敓
辭
：
以
其
故
敓敓
之
。

（
其
の
故
を
以
て
之
を
敓敓
す
。）

「
第
二
次
占
卜
」

命
辭
：
擧
禱
大
水
一
犧
馬
、
擧
禱
郚郚
公
子
春
、
司
馬
子
♫
、
蔡
公
子
家

各
特
豢
、
饋
之
。
擧
禱
社
一
豠豠
。
囟
攻
解
日
⺼
與
不
辜
。

（
大
水
に
一
犧
馬
も
て
擧
禱
す
。
郚郚
公
子
春
・
司
馬
子
♫
・
蔡
公
子
家

に
各
々
特
豢
を
も
て
擧
禱
し
、
之
を
饋
す
。
社
に
一
豠豠
も
て
擧
禱
す
。

囟
攻
解
日
⺼
與
不
辜
。
…
こ
の
句
の
訓
讀
に
つ
い
て
は
以
下
で
議
論
す

る
）。

占
辭
：
許
吉
占
之
曰
、
吉
。

（
許
吉
、
之
を
占
し
て
曰
は
く
、「
吉
」
と
。）

　

第
一
次
占
卜
が
災
禍
の
發
生
原
因
ま
た
は
方
位
を
問
う
の
に
對
し
、
第
二
次
占

卜
は
そ
の
災
禍
を
解
除
す
る
方
案
を
提
供
し
て
お
り
、「
囟
攻
解
」
案
は
、
こ
の

第
二
次
占
卜
の
命
辭
部
分
に
現
れ
る
。
よ
っ
て
、
た
と
え
ば
包
山
二
三
五
號
簡
の

よ
う
に
、
第
一
次
占
卜
の
占
辭
で
「
吉
。
咎
な
し
。
祟
り
な
し
」
と
判
斷
さ
れ
、

解
除
の
必
要
が
な
い
場
合
に
は
、
第
二
次
占
卜
も
な
く
、「
囟
攻
解
」
案
も
見
え

な
い
。
こ
の
第
二
次
の
占
卜
で
與
え
ら
れ
た
解
決
策
は
、
實
際
に
は
實
施
さ
れ
な

か
っ
た
場
合
が
多
い
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
が
實
施
さ
れ
な
か
っ
た
理
由
や
、
そ
も

そ
も
な
ぜ
「
卜
筮
祭
禱
簡
」
に
お
い
て
二
段
階
の
占
卜
が
必
要
で
あ
っ
た
の
か
に

つ
い
て
は
、
す
で
に
池
澤
優
（
一
九
九
七
）
に
詳
し
い
か
ら
、
こ
こ
で
は
贅
言
し

な
い
。

　

包
山
簡
の
「
囟
攻
解
」
案
の
具
體
例
に
つ
い
て
は
後
に
詳
述
す
る
が
、「
囟
攻

解
」
に
關
す
る
記
錄
は
、
以
下
に
示
す
よ
う
に
、
望
山
、
天
星
觀
、
秦
家
嘴
Ｍ
九

九
、
新
蔡
葛
陵
簡
に
も
殘
さ
れ
て
お
り
、
一
般
に
「
囟
攻
解
於
＋
鬼
神
名
」
の
形

式
を
取
る
。

〼
殺
坪
樂
、
囟
攻
解
於
下
之
人
不
壯
死
（
望
山
・
一
七
六
號
簡
）

囟
★
解
於
●
𥛜𥛜
與
强
死
（
天
星
觀
・
四
二
號
簡
）

囟
攻
…
…
疾
速
瘥
、
速
賽
之
。（
秦
家
嘴
Ｍ
九
九
・
一
四
號
簡
）

〼
又
五
。
囟
攻
〼
（
新
蔡
・
甲
二
三
〇
號
簡
）

　

こ
こ
に
見
え
る
「
解
」
の
意
味
が
「
解
除
」
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
異
論
は
な

い
も
の
の
、「
囟
」
と
「
攻
」
に
つ
い
て
は
檢
討
の
餘
地
が
あ
る
。
そ
こ
で
ま
ず
、

こ
の
二
字
の
意
味
に
つ
い
て
檢
討
を
加
え
て
い
き
た
い
。

（
二
）「
囟
」
と
「
攻
」
に
つ
い
て

　
「
囟
」
字
に
つ
い
て
、
包
山
整
理
者
（
一
九
九
一
）
は
「
甶甶
」
に
隸
定
し
、「
鬼
」

に
讀
ん
で
、「
鬼
攻
」
で
祖
先
や
鬼
神
へ
の
祭
祀
儀
禮
を
指
す
と
考
え
て
い
た
。



包
山
卜
筮
祭
禱
簡
に
お
け
る
「
囟
攻
解
」
に
つ
い
て
の
再
檢
討

五

し
か
し
、
後
に
多
く
の
學
者
は
、
こ
の
字
を
「
囟
」
に
隸
定
し
、「
思
」
や
「
使
」

に
讀
む
こ
と
に
な
る
。
た
だ
し
、
こ
の
字
の
具
體
的
な
用
法
に
つ
い
て
は
諸
說
あ

り
、
現
在
、
主
と
し
て
、
ａ
．句
首
發
語
詞
說
、
ｂ
．願
望
說
、
ｃ
．使
役
動
詞
說

と
い
う
三
つ
の
見
解
に
分
け
ら
れ
る（

（
（

。

　
「
囟
攻
解
」
の
「
解
」
が
「
解
除
」
を
意
味
す
る
こ
と
は
上
に
述
べ
た
通
り
で

あ
る
が
、
こ
の
「
解
」
字
は
、
包
山
の
「
卜
筮
祭
禱
簡
」
に
お
い
て
は
、
他
に
Ｉ

二
六
の
「
命
攻
解
於
漸
木
立
」
の
み
に
確
認
さ
れ
る
（
表
二
參
照
）。
こ
の
「
命
攻

解
」
も
第
二
次
占
卜
の
命
辭
部
分
の
「
禱
辭
」
の
末
尾
に
位
置
し
て
お
り
、「
囟

攻
解
」
と
同
樣
の
形
式
で
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、「
囟
攻
解
」
も
ま
た
「
命

攻
解
」
と
類
似
し
た
意
味
を
持
つ
と
考
え
ら
れ
る
。
よ
っ
て
「
囟
」
は
使
役
を
示

す
可
能
性
が
高
い
。

　
「
囟
」
を
使
役
と
見
た
場
合
、「
攻
」
は
名
詞
・
動
詞
の
い
ず
れ
に
も
解
し
得
て
、

從
來
は
こ
れ
を
動
詞
と
見
て
「
責
め
咎
め
る
」
の
義
と
す
る
說
が
主
流
で
あ
っ
た

が
、
包
山
簡
に
お
け
る
他
の
「
囟
（
命
）」
を
含
む
用
例
で
は
、
通
常
、「
囟

（
命
）」
の
直
後
に
被
使
役
主
語
が
付
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。

①　

命
一
執
事
人
以
致
命
於
郢
（
包
山
一
三
五
號
簡
）

（
一
執
事
人
を
し
て
以
て
郢
に
命
を
致
せ
し
む
）

②　

囟
◎
之
仇
除
於
◎
之
所
證
（
包
山
一
三
八
號
簡
反
）

（
◎
の
仇
を
し
て
◎
の
證
す
る
所
に
除
せ
し
む
）

③　

囟
左
尹
☆
踐
復
處
（
包
山
二
三
八
號
簡
）

（
左
尹
☆
を
し
て
復
處
に
踐
せ
し
む
）

　

包
山
の
「
卜
筮
祭
禱
簡
」
に
は
、
他
に
「
囟
攻
祝
歸
佩
緅緅
・
冠
帶
於
南
方
」

（
包
山
二
三
一
號
簡
）
の
例
が
あ
り
、『
楚
地
出
土
戰
國
簡
册
（
十
四
種
）』（
二
〇
〇

九
）
は
、
こ
の
「
攻
祝
」
を
「
工
祝
」
に
讀
み
、『
詩
經
』
や
『
楚
辭
』
に
見
え

る
「
工
祝
」
と
同
樣
、
卜
祝
に
類
す
る
人
物
で
あ
ろ
う
と
し
て
い
る
。
こ
の
「
攻

祝
」
が
名
詞
で
あ
る
な
ら
ば
、「
囟
攻
解
」
の
「
攻
」
も
ま
た
名
詞
で
あ
る
可
能

性
が
高
い
で
あ
ろ
う
。
同
書
は
「
囟
攻
解
」
の
「
攻
」
に
つ
い
て
も
「
一
般
的
な

楚
簡
の
用
法
に
基
づ
い
て
「
思
」
を
解
釋
す
る
と
、「
攻
」
は
恐
ら
く
六
祈
の

「
攻
」
で
は
な
く
…
…
「
思
攻
解
」
や
「
思
攻
除
」
は
、
禱
祠
や
解
除
を
つ
か
さ

ど
る
專
職
の
人
（
攻
尹
の
攻
執
事
人
）
と
關
連
し
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
」
と
の
見

解
を
示
さ
れ
て
い
る
。
論
者
も
ま
た
こ
の
見
解
を
支
持
す
る
。
そ
こ
で
以
下
、
こ

の
見
解
の
妥
當
性
に
つ
い
て
補
强
し
て
お
き
た
い
。

（
三
）
職
能
と
し
て
の
「
攻
」
に
つ
い
て

　

包
山
「
卜
筮
祭
禱
簡
」
の
「
攻
」
字
は
「
囟
攻
解
」
以
外
に
も
、「
攻
尹
之
★

執
事
人
」
と
見
え
て
い
る
。
こ
の
「
攻
尹
之
★
執
事
人
」
に
つ
い
て
は
以
下
の
よ

う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

④　

東
周
之
客
許
◇
歸
胙
於
𦸗𦸗
郢
之
歲
、
爨
⺼
丙
辰
之
日
、
攻
尹
之
★
執
事

人
夏
與
衞
◆
爲
子
左
尹
☆
擧
禱
於
新
王
父
司
馬
子
♫
特
牛
、
饋
之
。
莊

敢
爲
位
、
旣
禱
致
命
。（
包
山
二
二
四
號
簡
）

（
東
周
の
客
許
◇
𦸗𦸗
郢
に
胙
を
歸
る
の
歲
、
爨
⺼
、
丙
辰
の
日
、
攻
尹
の
攻
執

事
人
夏
與
衞
◆
は
、
子
左
尹
☆
の
爲
に
新
王
父
司
馬
子
♫
に
特
牛
も
て
擧
禱
し
、

之
を
饋
す
。
莊
敢
、
位
と
爲
り
、
旣
に
禱
り
て
命
を
致
す
）

⑤　

東
周
之
客
許
◇
歸
胙
於
𦸗𦸗
郢
之
歲
、
爨
⺼
丙
辰
之
日
、
★
尹
之
★
執
事

人
夏
與
衞
◆
爲
子
左
尹
☆
擧
禱
於
殤
東
陵
連
敖
子
發
肥
冢
、
蒿
祭
之
。

莊
敢
爲
位
、
旣
禱
致
命
。（
包
山
二
二
五
號
簡
）

（
東
周
の
客
許
◇
𦸗𦸗
郢
に
胙
を
歸
る
の
歲
、
爨
⺼
、
丙
辰
の
日
、
攻
尹
の
攻
執

事
人
夏
與
衞
◆
は
、
子
左
尹
☆
の
爲
に
殤
東
陵
連
敖
子
發
に
肥
冢
も
て
擧
禱
し
、

之
を
蒿
祭
す
。
莊
敢
、
位
と
爲
り
、
旣
に
禱
り
て
命
を
致
す
）

　

他
の
實
施
さ
れ
な
か
っ
た
卜
筮
祭
祀
方
案
と
異
な
り
、
こ
の
二
つ
の
記
錄
は
實
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際
の
卜
筮
祭
禱
の
過
程
を
具
體
的
に
記
述
し
て
お
り
、
祭
禱
儀
式
を
行
う
人
の
官

職
（
攻
尹
の
★
執
事
人
）
と
名
前
（
夏
與
衞
◆
）
の
他
に
、
具
體
的
な
祭
禱
對
象
、

使
用
さ
れ
た
祭
品
、
そ
し
て
祭
祀
の
方
式
も
明
記
さ
れ
て
い
る
。

　

④
で
は
「
攻
尹
の
★
執
事
人
」、
⑤
で
は
「
★
尹
の
★
執
事
人
」
と
記
さ
れ
て

い
る
も
の
の
、
同
じ
「
夏
與
衞
◆
」
の
官
職
名
で
あ
り
、「
攻
」「
★
」
は
通
用
す

る
と
見
て
よ
い（

（
（

。
よ
っ
て
、「
★
執
事
人
」
は
「
攻
執
事
人
」
と
同
じ
で
あ
る
と

考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

　

こ
の
「
執
事
」
に
關
し
て
は
、『
周
禮
』
春
官
・
大
宗
伯
に
次
の
記
述
が
見
え

て
い
る
。

⑥　

大
烖
、
及
執
事
禱
祠
于
上
下
神
示
。

㊟
：
執
事
大
祝
及
男
巫
女
巫
也
。

（
執
事
は
、
大
祝
及
び
男
巫
・
女
巫
な
り
）

⑦　

凡
祀
大
神
、
享
大
鬼
、
祭
大
示
、
帥
執
事
而
卜
日
。

㊟
：
執
事
諸
㊒
事
於
祭
者

（
執
事
は
、
諸
々
の
祭
に
事
㊒
る
者
）

　

こ
こ
か
ら
、「
執
事
」
と
は
「
大
祝
」「
男
巫
」「
女
巫
」
と
い
っ
た
祭
祀
の
關

係
者
で
あ
る
と
わ
か
る
。
實
際
、
上
の
④
、
⑤
に
お
い
て
も
「
攻
執
事
人
」
は
依

賴
者
の
た
め
に
祭
禱
儀
禮
を
執
り
行
い
、
災
い
を
解
消
し
、
鬼
神
の
祝
福
を
得
る

た
め
に
活
動
し
て
い
る
。
こ
こ
で
「
攻
執
事
人
」
と
「
攻
」
を
冠
し
て
し
る
の
は
、

そ
の
職
能
を
示
す
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、
こ
こ
で
の
「
攻
執
事
人
」
が
行
っ
た
活

動
を
「
攻
祭
」、
す
な
わ
ち
言
辭
を
用
い
て
鬼
神
を
責
め
、
解
除
を
求
め
る
と
解

す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
な
ら
ば
、
包
山
「
卜
筮
祭
禱
簡
」
の
「
攻
」
は
、「
囟

攻
解
」
の
例
を
含
め
て
、「
攻
祭
」
を
意
味
し
な
い
と
見
る
の
が
よ
い
で
あ
ろ
う
。

　

よ
っ
て
、「
囟
攻
解
」
の
「
攻
」
は
、「
攻
祭
」
を
行
う
こ
と
で
は
な
く
、「
囟
」

の
被
使
役
主
語
で
あ
り
、「
攻
尹
之
★
執
事
人
」
そ
の
人
を
指
す
可
能
性
が
高
い
。

「
攻
執
事
人
」
の
職
能
は
、
巫
祝
に
類
似
し
て
、
主
と
し
て
祭
祀
儀
式
の
實
施
を

擔
當
す
る
こ
と
に
あ
り
、「
攻
尹
」
と
は
「
攻
執
事
人
」
を
監
督
す
る
上
位
職
で

あ
り
、「
囟
攻
解
（
攻
を
し
て
解
せ
し
む
）」
と
は
、
こ
の
「
攻
執
事
人
」
に
解
除
を

行
わ
せ
る
こ
と
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　

で
は
、
こ
の
「
囟
攻
解
」
案
は
よ
り
具
體
的
に
ど
の
よ
う
な
解
除
を
行
う
も
の

な
の
か
、
節
を
改
め
て
論
じ
て
み
た
い
。

第
二
節
　「
囟
攻
解
」
案
と
は
何
か

（
一
）
關
連
す
る
表
現
と
主
要
な
特
徵

　

包
山
簡
で
は
、「
囟
攻
解
」
と
類
似
し
た
表
現
と
し
て
、「
囟
攻
除
」（
二
例
）

と
「
囟
攻
祝
歸
」（
一
例
）
を
指
摘
で
き
る
（
表
二
參
照
）。
後
者
は
上
に
言
及
し
た

「
囟
攻
祝
歸
佩
緅緅
・
冠
帶
於
南
方
」
で
あ
り
、
前
者
は
と
も
に
「
除
於
宮
室
」
の

形
で
見
え
て
お
り
、
內
、
一
例
は
「
囟
攻
解
於
●
𥛜𥛜
、
且
除
於
宮
室
」（
包
山
二
一

一
號
簡
）
と
「
囟
攻
解
」
と
同
時
に
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
「
囟
」
を
と
も
な

う
解
除
は
、（
表
二
の
Ａ
一
を
除
い
て
）
い
ず
れ
も
一
般
祭
禱
案
（「
擧
禱
」「
賽
禱
」

「
■
禱
」
な
ど
の
提
案
）
の
後
に
記
さ
れ
て
い
る
。

　

一
般
祭
禱
案
を
含
め
て
、
こ
れ
ら
の
解
除
に
關
す
る
記
載
は
、
以
下
の
四
つ
の

文
型
に
整
理
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

ａ
．囟
（
命
）
攻
解
於
＋
鬼
神
名

ｂ
．囟
攻
除
於
＋
場
所　
（
二
例
）

ｃ
．囟
攻
祝
歸
＋
祭
品
＋
於
＋
神
名　
（
一
例
）

ｄ
．祭
祀
名
＋
神
名
（
ま
た
は
祖
先
名
）
＋
祭
品　
（
一
般
祭
禱
案
）

　
「
囟
」
を
用
い
る
ａ
．ｂ
．ｃ
．は
「
於
」
字
で
鬼
神
名
ま
た
は
場
所
を
導
い
て
い

る
が
、
包
山
二
四
八
號
簡
「
囟
攻
解
日
⺼
與
不
辜
」
の
み
例
外
的
に
「
於
」
字
が

な
い
。
一
例
し
か
見
え
な
い
ｃ
．の
「
攻
祝
」
は
、
こ
れ
で
一
つ
の
役
職
を
指
す



包
山
卜
筮
祭
禱
簡
に
お
け
る
「
囟
攻
解
」
に
つ
い
て
の
再
檢
討

七

の
か
、「
攻
」「
祝
」
の
二
を
指
す
の
か
明
確
で
な
い
か
ら
、
こ
れ
を
除
外
し
て
、

被
使
役
主
語
と
し
て
「
攻
」
を
取
る
ａ
．ｂ
．に
限
定
す
れ
ば
、
こ
こ
に
特
徵
的
な

の
は
、
一
般
祭
禱
案
と
異
な
り
祭
品
が
示
さ
れ
な
い
點
で
あ
る
。

　

こ
の
祭
品
の
㊒
無
に
よ
り
、「
卜
筮
祭
禱
簡
」
に
見
え
る
祭
祀
の
特
徵
を
論
じ

た
の
が
、
池
澤
優
（
一
九
九
七
、
二
〇
〇
二
）
で
あ
る
。
池
澤
氏
は
祭
品
を
と
も
な

う
祭
祀
の
對
象
（
祖
先
神
や
自
然
神
）
と
祭
品
を
と
も
な
わ
な
い
祭
祀
の
對
象
（
厲

鬼
や
天
神
）
に
重
複
が
無
い
こ
と
を
指
摘
し
、
供
犧
供
物
と
い
っ
た
贈
與
の
手
段

を
通
じ
て
人
が
直
接
に
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
取
る
こ
と
が
で
き
る
祖
先
神
や

自
然
神
に
對
し
て
は
、
祭
品
を
用
い
る
「
禱
」
祭
を
通
じ
て
解
除
を
行
い
、
こ
の

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
取
る
こ
と
の
で
き
な
い
厲
鬼
や
天
神
に
對
し
て
は
、
祭

品
を
用
い
な
い
「
囟
攻
解
」
に
よ
っ
て
こ
れ
を
責
め
祓
う
と
さ
れ
て
い
る
。

　

非
常
に
示
唆
に
富
む
說
で
は
あ
る
も
の
の
、
池
澤
氏
は
「
囟
攻
解
」
の
「
攻
」

を
從
來
の
解
釋
に
從
っ
て
責
め
咎
め
る
と
解
し
て
お
り
、
厲
鬼
は
と
も
か
く
と
し

て
天
神
（
上
に
引
い
た
包
山
二
四
八
號
簡
「
囟
攻
解
日
⺼
與
不
辜
」
の
「
日
⺼
」
や
、
表

二
に
示
し
た
「
囟
攻
解
於
歲
」
の
「
歲
」）
を
責
め
咎
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
祟

り
を
解
除
す
る
こ
と
が
あ
り
得
る
の
か
と
い
う
點
に
つ
い
て
疑
問
が
殘
る
。
ま
た
、

天
神
が
一
槪
に
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
不
可
能
な
存
在
で
あ
る
と
言
え
る
の
か
に

つ
い
て
も
疑
問
が
殘
り
、
上
の
ｃ
．の
例
で
あ
る
「
囟
攻
祝
歸
佩
緅緅
・
冠
帶
於
南

方
」
に
お
い
て
は
、「
南
方
」
に
對
し
て
祭
品
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
「
南

方
」
は
『
周
禮
』
春
官
・
大
宗
伯
に
、

⑧　

以
玉
作
六
器
、
以
禮
天
地
四
方
。
以
蒼
璧
禮
天
。
以
黃
琮
禮
地
。
以
靑

圭
禮
東
方
。
以
赤
璋
禮
南
方
。
以
白
琥
禮
西
方
。
以
玄
璜
禮
北
方
。

（
玉
を
以
て
六
器
を
作
り
、
以
て
天
地
四
方
を
禮
す
。
蒼
璧
を
以
て
天
を
禮
す
。

黃
琮
を
以
て
地
を
禮
す
。
靑
圭
を
以
て
東
方
を
禮
す
。
赤
璋
を
以
て
南
方
を
禮

す
。
白
琥
を
以
て
西
方
を
禮
す
。
玄
璜
を
以
て
北
方
を
禮
す
。）

と
見
え
る
四
方
神
の
一
に
相
當
す
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、『
周
禮
』
で
は
「
天
」

「
地
」
と
竝
列
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
明
ら
か
に
天
神
・
地
祇
の
一
種
と
見
な
さ
れ

て
い
る
。
祭
品
の
㊒
無
が
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
可
不
可
と
連
動
し
て
い
る
の

で
あ
れ
ば
、「
佩
緅緅
・
冠
帶
」
が
「
歸お
く

」
ら
れ
て
い
る
「
南
方
」
は
天
神
と
竝
列

さ
れ
て
い
る
四
方
神
で
あ
り
な
が
ら
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
可
能
な
存
在
と
な

ろ
う
。
ま
た
、
上
の
ｂ
．の
「
宮
室
」
を
「
囟
攻
除
」
の
對
象
と
解
さ
れ
て
い
る

が
、
池
澤
（
二
〇
〇
二
）
自
身
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、「
宮
室
」
を
天
神
・
地
祇
に

含
め
る
の
は
難
し
い
と
思
わ
れ
る
。

　

さ
ら
に
、
楚
に
關
し
て
は
、「
信
巫
鬼
、
重
淫
祀
」
と
す
る
史
料
が
少
な
か
ら

ず
殘
さ
れ
て
い
る
が（

（
（

、
そ
こ
に
は
楚
人
が
鬼
神
ま
た
は
巫
鬼
の
術
を
尊
び
、
鬼
神

を
喜
ば
せ
る
こ
と
で
自
分
の
願
望
や
目
的
を
達
成
し
よ
う
と
す
る
こ
と
は
記
さ
れ

て
い
て
も
、
鬼
神
に
對
し
て
强
硬
手
段
を
取
っ
て
祓
う
よ
う
な
記
述
は
見
え
て
お

ら
ず
、
そ
も
そ
も
楚
人
が
鬼
神
を
責
め
咎
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
解
除
を
行
っ
て
い

た
の
か
ど
う
か
疑
問
が
あ
る（

（
（

。

　

こ
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
可
不
可
に
よ
っ
て
「
卜
筮
祭
禱
簡
」
に
見
え
る

祭
祀
對
象
を
分
類
す
る
こ
と
の
是
非
に
つ
い
て
の
檢
討
は
、
本
稿
の
議
論
か
ら
外

れ
る
か
ら
、
こ
れ
を
置
く
と
し
て
、
本
稿
の
よ
う
に
「
囟
攻
解
」
の
「
攻
」
を
、

解
除
を
實
行
す
る
職
能
人
と
し
た
場
合
に
、
こ
の
祭
品
を
伴
わ
な
い
解
除
を
ど
の

よ
う
な
も
の
と
し
て
解
す
る
の
が
妥
當
で
あ
ろ
う
か
。

（
二
）「
移
祟
」
法
で
あ
る
可
能
性
に
つ
い
て

　

一
般
祭
禱
案
と
比
べ
た
場
合
、「
囟
（
命
）
攻
解
」
案
の
特
徵
と
し
て
以
下
の

四
點
を
指
摘
で
き
る
。

α
：
一
般
祭
禱
案
と
異
な
り
、
祭
品
を
と
も
な
わ
な
い
こ
と

β
：
い
ず
れ
も
第
二
次
占
卜
の
「
命
辭
」
の
末
尾
に
記
さ
れ
る
こ
と
（
表
二
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の
Ａ
一
を
除
く
）

γ
：
二
次
占
卜
に
「
囟
（
命
）
攻
解
」
案
を
缺
く
も
の
も
あ
る
こ
と

δ
：
依
賴
者
の
健
康
狀
態
と
密
接
な
關
係
を
㊒
す
る
こ
と

　
α
は
上
に
記
し
た
通
り
で
あ
る
。
β
の
例
外
に
つ
い
て
は
後
に
ま
た
檢
討
す
る

が
、
本
來
記
さ
れ
る
べ
き
一
般
祭
禱
案
の
部
分
が
空
白
に
な
っ
て
い
て
（
約
三
〇

字
分
）、
い
き
な
り
「
囟
攻
解
」
案
が
記
さ
れ
た
も
の
で
、
こ
れ
を
除
け
ば
「
囟

攻
解
」
案
は
み
な
一
般
祭
禱
案
の
後
に
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
β
の
例
外
を
除
い

て
は
第
二
次
占
卜
の
「
命
辭
」
部
分
で
は
必
ず
一
般
祭
禱
案
が
記
さ
れ
る
の
に
對

し
て
、「
囟
攻
解
」
案
は
し
ば
し
ば
記
さ
れ
て
い
な
い
（
γ
）。
こ
の
β
と
γ
か
ら
、

第
二
次
占
卜
の
解
除
に
お
い
て
は
、
一
般
祭
禱
案
が
主
で
あ
り
、「
囟
攻
解
」
案

が
從
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
一
般
祭
禱
案
で
十
分
な
解
除
が
期
待
で
き
る
の
で

あ
れ
ば
、「
囟
攻
解
」
案
は
必
要
と
さ
れ
な
い
の
で
あ
る
。
で
は
、
ど
の
よ
う
な

場
合
に
「
囟
攻
解
」
案
が
必
要
と
さ
れ
て
い
る
の
か
。
そ
れ
を
示
す
の
が
δ
で
あ

る
。

　

包
山
「
卜
筮
祭
禱
簡
」
に
お
け
る
「
疾
病
貞
」
に
關
連
す
る
簡
文
で
は
、「
囟

攻
解
」
と
「
命
攻
解
」
が
合
わ
せ
て
五
囘
現
れ
る
。
こ
れ
を
整
理
す
る
と
、
以
下

の
表
一
の
よ
う
に
な
る
。

【
表
一
】

囟
攻
解
／
命
攻
解

疾
病
貞
の
憂
患

組
號

囟
攻
解
於
歲

恆
貞
吉
、
疾
難
瘥
。

Ｈ
二
一

囟
攻
解
於
與
兵
死

恆
貞
吉
、
疾
變
、
續
、
递递
瘥
。

Ｈ
二
二

な
し

恆
貞
吉
、
病
遲
瘥
。

Ｈ
二
三

囟
攻
解
於
水
上
與
溺
人

恆
貞
吉
、
疾
變
、
病
窔
。

Ｈ
二
四

囟
攻
解
日
⺼
與
不
辜

恆
貞
吉
、
病
㊒
續
。

Ｈ
二
五

命
攻
解
於
漸
木
立
、
且

徙
其
處
而
樹
之

恆
貞
不
死
、
㊒
祟
、
見
於
絕
無
後
者
與

漸
木
立
。

Ｉ
二
六

（
＊
組
號
の
同
じ
英
字
は
同
じ
日
の
占
い
を
指
し
、
數
字
は
一
組
の
簡
文
を
指
す
。 

表
二
同
じ
。）

　

表
一
に
よ
る
と
、
二
三
組
を
除
い
て
、「
囟
攻
解
」
が
高
頻
度
に
出
現
し
て
い

る
こ
と
が
わ
か
る
。
二
一
・
二
二
・
二
四
・
二
五
組
の
簡
文
は
、
異
な
る
貞
人
に

よ
っ
て
同
じ
日
に
卜
筮
さ
れ
た
後
に
提
案
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
も
の
の
、
依
賴
者

の
疾
病
を
除
去
す
る
た
め
に
「
囟
攻
解
」
案
を
採
用
す
る
必
要
が
あ
る
と
判
斷
し

た
點
で
は
一
致
し
て
い
る
。
こ
れ
は
「
囟
攻
解
」
と
依
賴
者
の
健
康
狀
態
が
密
接

に
關
連
し
て
い
る
こ
と
を
示
す
と
と
も
に
、
依
賴
者
の
健
康
狀
態
が
徐
々
に
惡
化

す
る
時
に
は
、「
囟
攻
解
」
案
を
用
い
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
と
一
般
的
に
認
識

さ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
ま
た
、
依
賴
者
の
健
康
狀
態
の
惡
化
に
伴
い
、

よ
り
强
い
口
調
の
「
命
攻
解
」
の
提
案
が
現
れ
る
こ
と
も
㊟
目
さ
れ
る
。

　

包
山
「
卜
筮
祭
禱
簡
」
を
さ
ら
に
檢
討
す
る
な
ら
ば
、「
囟
攻
解
」
案
が
、「
少

㊒
慼
於
躳
身
」
ま
た
は
「
疾
難
瘥
」
と
い
っ
た
占
辭
と
も
關
連
性
を
㊒
し
て
い
る

こ
と
が
わ
か
る
。
包
山
「
卜
筮
祭
禱
簡
」
か
ら
、「
囟
攻
解
」「
囟
攻
除
」「
囟
攻

祝
歸
」「
命
攻
解
」
と
關
連
す
る
簡
文
を
整
理
す
る
と
、
以
下
の
表
二
の
よ
う
に

な
る
。

【
表
二
】



包
山
卜
筮
祭
禱
簡
に
お
け
る
「
囟
攻
解
」
に
つ
い
て
の
再
檢
討

九

組
號

第
一
囘
目
の
占
辭

囟
攻
解

簡
號

Ａ
一

恆
貞
吉
、
少
㊒
慼
於
躳

身
、
且
志
事
少
遲
得
。

囟
攻
解
於
人
△

一
九
七
・
一
九
八

Ｄ
七

恆
貞
吉
、
少
㊒
慼
於
躳

身
與
宮
室
、
且
間
不
順
。
囟
攻
解
於
●
𥛜𥛜
、
且

除
於
宮
室

二
〇
九
～
二
一
一

Ｄ
九

恆
貞
吉
、
少
㊒
慼
於
躳

身
、
且
間
㊒
不
順
。

囟
攻
解
於
不
辜

二
一
六
・
二
一
七

Ｇ
一
七

恆
貞
吉
、
少
㊒
慼
於
宮

室
。

囟
攻
除
於
宮
室

二
二
八
・
二
二
九

Ｇ
一
八

恆
貞
吉
、
少
㊒
慼
也
。

囟
攻
祝
歸
佩
緅緅
、
冠

帶
於
南
方
。

二
三
〇
・
二
三
一

Ｈ
二
一

恆
貞
吉
、
疾
難
瘥
。

囟
攻
解
於
歲

二
三
六
～
二
三
八

Ｈ
二
二

恆
貞
吉
、
疾
變
、
續
、

递递
瘥
。

囟
攻
解
於
與
兵
死

二
三
九
～
二
四
一

Ｈ
二
四

恆
貞
吉
、
疾
變
、
病
窔
。
囟
攻
解
於
水
上
與
溺

人

二
四
五
・
二
四
六

Ｈ
二
五

恆
貞
吉
、
病
㊒
續
。

囟
攻
解
日
⺼
與
不
辜

二
四
七
・
二
四
八

Ⅰ
二
六

恆
貞
不
死
、
㊒
祟
、
見

於
絕
無
後
者
與
漸
木
立
。
命
攻
解
於
漸
木
立
、

且
徙
其
處
而
樹
之

二
五
〇

　

こ
の
表
二
か
ら
、「
囟
攻
解
」
案
の
提
示
と
依
賴
者
の
身
體
の
健
康
狀
態
と
の

閒
に
直
接
的
な
關
係
が
あ
る
こ
と
が
讀
み
取
れ
よ
う
。

　

包
山
簡
の
み
な
ら
ず
、
天
星
觀
「
卜
筮
祭
禱
簡
」
に
も
同
樣
の
狀
況
が
見
て
取

れ
る
。⑨　

義
懌
占
之
、
恆
貞
吉
。
少
㊒
戚
於
趾
、
㊒
祟
…
…
囟
攻
解
於
强
死
。

（
天
星
觀
九
―

〇
二
號
簡
）

（
義
懌
、
之
を
占
す
る
に
、「
恆
貞
吉
、
少
し
く
趾
に
戚
ひ
㊒
り
。
祟
㊒
り
」
と
。

…
…
攻
を
し
て
强
死
に
解
せ
し
む
。）

⑩　
𨜌𨜌
瑤
習
之
以
白
靈
占
之
、
恆
貞
吉
、
少
遲
瘥
、
㊒
祟
…
…
囟
攻
解
於
盟

詛
與
强
死
。
占
之
曰
、
吉
。
疾
速
瘥
。（
天
星
觀
四
二
號
簡
）

（
𨜌𨜌
瑤
、
之
に
習
ひ
て
、
白
靈
を
以
て
之
を
占
ふ
、「
恆
貞
吉
。
少
し
く
瘥
ゆ
こ

と
遲
る
。
祟
り
㊒
り
」
と
…
…
攻
を
し
て
盟
詛
と
强
死
に
解
せ
し
む
。
之
を
占

す
る
に
、「
吉
な
り
。
疾
ひ
速
や
か
に
瘥
ゆ
」
と
。）

⑪　

陳
郢
習
之
以
新
家
占
之
、
恆
貞
吉
、
少
㊒
間
戚
、
㊒
祟
…
…
囟
攻
解
於

不
辜
與
强
死
者
。（
天
星
觀
四
三
號
簡
）

（
陳
郢
、
之
に
習
ひ
て
、
新
家
を
以
て
之
を
占
ふ
、「
恆
貞
吉
。
少
し
く
間
に
戚

ひ
㊒
り
。
祟
り
㊒
り
」
と
…
…
攻
を
し
て
不
辜
と
强
死
者
に
解
せ
し
む
。）

　

で
は
、
こ
の
依
賴
者
の
身
體
の
健
康
狀
態
と
密
接
な
關
係
を
㊒
す
る
「
囟
攻

解
」
は
ど
の
よ
う
な
解
除
案
な
の
か
。
㊟
目
す
べ
き
は
、
表
二
に
見
え
る
。

Ｄ
七
：
少
㊒
慼
於
躳
身
與
宮
室
―
囟
攻
解
於
●
𥛜𥛜
、
且
除
於
宮
室

Ｇ
一
七
：
少
㊒
慼
於
宮
室

―
囟
攻
除
於
宮
室

の
例
で
あ
る
。
こ
の
二
例
か
ら
、
宮
室
內
に
短
期
閒
で
憂
患
が
生
じ
る
と
占
斷
さ

れ
た
場
合
に
は
、
こ
の
憂
患
を
解
除
す
る
「
囟
攻
除
於
宮
室
」
が
必
要
に
な
る
こ

と
が
わ
か
る
。
こ
の
「
除
於
宮
室
」
に
見
え
る
「
宮
室
」
は
第
一
次
占
辭
に
見
え

る
「
宮
室
」
と
同
じ
く
場
所
を
示
す
で
あ
ろ
う
か
ら
、「
除
於
宮
室
」
は
宮
室
に

憂
患
を
生
じ
て
い
る
鬼
神
等
を
宮
室
か
ら
除
く
こ
と
を
意
味
し
よ
う
。
Ｄ
七
の
よ

う
に
、
こ
こ
に
依
賴
者
の
「
躳
身
」
の
憂
患
が
加
わ
る
と
、
そ
れ
を
解
除
す
る
た

め
の
「
囟
攻
解
」
案
が
さ
ら
に
必
要
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
で
あ
る
な
ら
ば
、
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「
囟
攻
解
」
に
お
い
て
は
、「
宮
室
」
の
場
合
と
同
樣
に
、「
躳
身
」
に
憂
患
を
生

じ
て
い
る
鬼
神
等
を
「
躳
身
」
か
ら
取
り
除
い
て
他
に
移
す
こ
と
を
「
攻
」
に
行

わ
せ
る
の
で
あ
ろ
う
。「
囟
攻
解
」
案
と
は
、
す
な
わ
ち
「
移
祟
」
案
で
あ
る
と

考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
「
移
祟
」
に
關
し
て
は
、
次
の
『
說
苑
』
君
衟
の
記
述
が
參
考
に
な
る
。

⑫　

楚
昭
王
之
時
、
㊒
雲
如
飛
鳥
、
夾
日
而
飛
三
日
、
昭
王
患
之
、
使
人
乘

驛
東
而
問
諸
太
史
州
黎
、
州
黎
曰
、「
將
虐
於
王
身
、
以
令
尹
司
馬
說

焉
則
可
。」
令
尹
司
馬
聞
之
、
宿
齋
沐
浴
、
將
自
以
身
禱
之
焉
。
王
曰
、

「
止
、
楚
國
之
㊒
不
穀
也
、
由
身
之
㊒
匈
脅
也
。
其
㊒
令
尹
司
馬
也
、

由
身
之
㊒
股
肱
也
。
匈
脅
㊒
疾
、
轉
之
股
肱
、
庸
爲
去
是
人
也
。」（
楚

の
昭
王
の
時
、
雲
㊒
り
て
飛
鳥
の
如
し
。
日
を
夾
み
て
三
日
飛
ぶ
。
昭
王
、
之

を
患
ひ
、
人
を
し
て
驛
に
乘
り
、
東
し
て
諸
を
太
史
州
黎
に
問
は
し
む
。
州
黎

曰
く
、「
將
に
王
身
に
虐
せ
ん
と
す
。
令
尹
・
司
馬
を
以
て
說
せ
ば
、
則
ち
可

な
り
」
と
。
令
尹
・
司
馬
、
之
を
聞
き
、
宿
齋
沐
浴
し
、
將
に
自
ら
身
を
以
て

之
を
禱
ら
ん
と
す
。
王
曰
く
、「
止
め
よ
、
楚
國
の
不
穀
㊒
る
は
、
由
ほ
身
の

匈
脅
㊒
る
が
ご
と
き
な
り
。
其
れ
令
尹
・
司
馬
㊒
る
は
、
由
ほ
身
の
股
肱
㊒
る

が
ご
と
き
な
り
。
匈
脅
疾
㊒
り
て
、
之
を
股
肱
に
轉
す
は
、
庸
爲
ぞ
是
れ
人
に

去
ら
ん
や
」
と
。）

　
『
說
苑
』
は
漢
代
に
整
理
さ
れ
た
史
料
で
あ
る
が
、
こ
の
「
移
祟
」
に
關
わ
る

資
料
は
楚
國
の
昭
王
時
代
の
出
來
事
で
あ
る
と
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
天

に
異
變
が
あ
り
、
そ
れ
を
恐
れ
た
楚
王
に
對
し
て
、
太
史
が
「
令
尹
・
司
馬
を
以

て
說
せ
ば
、
則
ち
可
な
り
」
と
提
案
し
、
令
尹
と
司
馬
は
こ
の
提
案
を
受
け
て
、

自
ら
を
祭
禱
の
儀
式
に
用
い
る
準
備
を
進
め
て
い
る
。
こ
の
事
例
か
ら
、
楚
地
に

お
い
て
は
天
變
地
異
や
そ
の
他
の
不
吉
な
兆
候
を
他
者
に
移
す
「
移
祟
」
の
慣
習

が
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
習
慣
を
持
つ
楚
地
で
記
さ
れ
た
「
卜
筮
祭
禱

簡
」
に
、「
移
祟
」
案
で
あ
る
「
囟
攻
解
」
案
が
示
さ
れ
る
の
は
、
そ
れ
ほ
ど
不

自
然
な
こ
と
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

　

ま
た
、「
囟
攻
解
」
案
を
「
移
祟
」
案
と
見
る
な
ら
ば
、
そ
こ
で
祭
品
が
用
い

ら
れ
な
い
理
由
も
よ
く
わ
か
る
。
犧
牲
等
の
祭
品
を
用
い
る
一
般
祭
禱
案
が
、
祭

品
に
よ
っ
て
祟
り
そ
の
も
の
を
鎭
め
て
も
ら
う
こ
と
を
祈
る
の
に
對
し
、「
移
祟
」

は
祟
り
の
對
象
を
別
の
人
（
や
物
）
に
移
す
だ
け
で
、
祟
り
そ
の
も
の
は
殘
さ
れ

た
ま
ま
で
あ
る
。
こ
の
場
合
は
祟
り
を
移
す
對
象
で
あ
る
人
や
物
そ
れ
自
體
が
祭

品
と
な
っ
て
い
る
と
も
言
え
、
そ
れ
以
外
の
祭
品
を
要
さ
な
い
。
實
際
、
上
の

『
說
苑
』
の
例
に
お
い
て
も
祭
品
は
用
い
ら
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

（
三
）
豫
備
案
で
あ
る
可
能
性
に
つ
い
て

　

こ
の
「
移
祟
」
案
で
あ
る
「
囟
攻
解
」
案
が
一
般
祭
禱
案
の
後
に
記
さ
れ
る
こ

と
（
β
）、
こ
の
案
が
常
に
示
さ
れ
る
と
は
限
ら
な
い
こ
と
（
γ
）
は
、「
囟
攻
解
」

案
が
豫
備
案
で
あ
る
可
能
性
を
示
唆
し
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
上
で
觸
れ
た
「
除

於
宮
室
」
の
例
で
は
、
次
の
よ
う
な
形
で
記
錄
さ
れ
て
い
る
。

⑬　

東
周
之
客
許
◇
歸
胙
於
𦸗𦸗
郢
之
歲
、
夏
夷
之
⺼
、
乙
丑
之
日
、
五
生
以

丞
悳
爲
左
尹
☆
貞
、
出
入
侍
王
、
自
夏
夷
之
⺼
以
就
集
歲
之
夏
夷
之
⺼
、

盡
集
歲
、
躳
身
尙
毋
㊒
咎
。
占
之
、
恆
貞
吉
。
少
㊒
慼
於
躳
身
與
宮
室
。

且
間
不
順
。
以
其
故
敓敓
之
。
擧
禱
▲
▽
一
全
豢
。
擧
禱
社
一
全
豠豠
。
擧

禱
宮
行
一
白
犬
、
酒
⻝
。
迻
應
會
之
祱祱
。
賽
禱
東
陵
連
敖
冢
豕
、
酒
⻝
、

蒿
之
。
囟
攻
解
於
●
𥛜𥛜
、
且
除
於
宮
室
。
五
生
占
之
曰
、
吉
。
三
歲
無

咎
、
將
㊒
大
憙
、
邦
知
之
。（
包
山
二
〇
九
～
二
一
一
號
簡
）

（
東
周
の
客
許
◇
𦸗𦸗
郢
に
胙
を
歸
る
の
歲
、
夏
夷
の
⺼
、
乙
丑
の
日
、
五
生
、

丞
悳
を
以
て
左
尹
☆
の
爲
に
貞
ふ
、「
出
入
し
て
王
に
侍
る
こ
と
、
夏
夷
の
⺼

よ
り
以
て
集
歲
の
夏
夷
の
⺼
に
就
る
ま
で
、
集
歲
を
盡
す
に
、
躳
身
に
咎
㊒
る



包
山
卜
筮
祭
禱
簡
に
お
け
る
「
囟
攻
解
」
に
つ
い
て
の
再
檢
討

一
一

毋
か
ら
ん
こ
と
を
尙
ふ
」
と
。
之
を
占
す
る
に
、「
恆
貞
吉
。
少
し
く
躳
身
と

宮
室
に
慼
ひ
㊒
り
。
且
つ
外
に
順
な
ら
ざ
る
こ
と
㊒
り
」
と
。
其
の
故
を
以
て

之
を
敓敓
す
。
▲
▽
に
一
全
豢
も
て
擧
禱
す
。
社
に
一
全
豠豠
も
て
擧
禱
す
。
宮
行

に
一
白
犬
、
酒
⻝
も
て
擧
禱
す
。
應
會
の
祱祱
を
迻
す
。
東
陵
連
敖
に
冢
豕
、
酒

⻝
も
て
賽
禱
し
、
之
を
蒿
す
。
攻
を
し
て
●
𥛜𥛜
に
解
せ
し
む
。
且
つ
宮
室
に
除

せ
し
む
。
五
生
、
之
を
占
し
て
曰
は
く
、「
吉
。
三
歲
咎
無
し
。
將
に
大
憙
び

㊒
ら
ん
と
す
。
邦
、
之
を
知
る
」
と
。）

⑭　

大
司
馬
悼
滑
將
楚
邦
之
師
徒
以
救
郙郙
之
歲
、
荆
夷
之
⺼
、
己
卯
之
日
、

陳
乙
以
共
命
爲
左
尹
☆
貞
、
出
入
侍
王
、
自
荆
夷
之
⺼
以
就
集
歲
之
荆

夷
之
⺼
、
盡
集
歲
、
躳
身
尙
毋
㊒
咎
。
占
之
、
恆
貞
吉
。
少
㊒
慼
於
宮

室
。
以
其
故
敓敓
之
。
擧
禱
宮
行
一
白
犬
、
酒
⻝
。
囟
攻
除
於
宮
室
。
五

生
占
之
曰
、
吉
。（
包
山
二
二
八
・
二
二
九
號
簡
）

（
大
司
馬
悼
滑
、
楚
邦
の
師
徒
を
將
ゐ
て
以
て
郙郙
を
救
ふ
の
歲
、
荆
夷
の
⺼
、

己
卯
の
日
、
陳
乙
、
共
命
を
以
て
左
尹
☆
の
爲
に
貞
ふ
、「
出
入
し
て
王
に
侍

る
こ
と
、
荆
夷
の
⺼
よ
り
以
て
集
歲
の
荆
夷
の
⺼
に
就
る
ま
で
、
集
歲
を
盡
す

に
、
躳
身
に
咎
㊒
る
毋
か
ら
ん
こ
と
を
尙
ふ
」
と
。
之
を
占
す
る
に
、「
恆
貞

吉
。
少
し
く
宮
室
に
慼
ひ
㊒
り
」
と
。
其
の
故
を
以
て
之
を
敓敓
す
。
宮
行
に
一

白
犬
、
酒
⻝
も
て
擧
禱
す
。
攻
を
し
て
宮
室
に
除
せ
し
む
。
五
生
、
之
を
占
し

て
曰
は
く
、「
吉
」
と
。）

　
「
宮
室
」
に
直
接
關
係
あ
る
と
こ
ろ
だ
け
拔
き
出
せ
ば
、
と
も
に
、
優
先
案
と

し
て
「
擧
禱
宮
行
一
白
犬
、
酒
⻝
」
が
示
さ
れ
た
後
に
、
豫
備
案
と
し
て
「
囟
攻

除
於
宮
室
」
が
示
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。「
宮
行
」
が
具
體
的
に
ど

の
よ
う
な
神
靈
を
指
す
の
か
に
つ
い
て
は
意
見
が
分
か
れ
て
い
る
が（

（
（

、
宮
室
の
守

護
神
で
あ
る
と
見
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
守
護
神
に
祭
品
を
捧
げ
、
平
安
を
祈

願
す
る
方
法
を
優
先
案
と
し
て
提
示
し
、
そ
れ
で
十
分
な
效
果
が
得
ら
れ
な
か
っ

た
場
合
に
、
豫
備
案
と
し
て
祟
り
を
移
轉
さ
せ
る
解
除
案
が
示
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
「
囟
攻
解
」
案
が
豫
備
案
で
あ
る
こ
と
を
よ
り
强
く
感
じ
さ
せ
る
の
は
、
包
山

簡
の
二
十
六
組
の
簡
文
中
の
Ａ
三
（
二
〇
一
～
二
〇
四
號
簡
）、
Ｄ
八
（
二
一
二
～
二

一
五
號
簡
）、
Ｇ
十
六
（
二
二
六
・
二
二
七
號
簡
）
三
組
で
、「
㊒
慼
于
躳
身
」
と
命

辭
に
記
さ
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
解
決
方
案
に
「
囟
攻
解
」
が
記
述
さ
れ

て
い
な
い
こ
と
で
あ
る
。
も
し
「
囟
攻
解
」
が
豫
備
案
で
な
い
な
ら
ば
、「
㊒
慼

于
躳
身
」
と
占
斷
さ
れ
た
場
合
に
は
、
必
ず
そ
れ
が
記
さ
れ
て
し
か
る
べ
き
で
あ

ろ
う
。
一
般
祭
禱
案
を
通
じ
て
墓
主
の
病
症
を
消
除
ま
た
は
緩
解
で
き
る
と
貞
人

が
判
斷
し
た
場
合
に
は
、
豫
備
案
と
し
て
の
「
囟
攻
解
」
案
は
必
要
と
さ
れ
ず
、

一
般
祭
禱
案
だ
け
で
は
そ
の
解
除
が
難
し
い
と
判
斷
さ
れ
た
場
合
に
の
み
豫
備
案

が
示
さ
れ
た
よ
う
な
の
で
あ
る
。

　

こ
こ
で
興
味
深
い
の
が
、
上
で
β
の
例
外
と
し
て
指
摘
し
た
、
空
白
部
を
持
つ

包
山
一
九
八
號
簡
で
あ
り
、
次
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

⑮　

以
其
故
敓敓
之
。（
合
計
お
よ
そ
三
十
文
字
前
後
の
空
白
が
殘
さ
れ
て
い
る
）
囟

攻
解
於
人
△
。
占
之
、
甚
吉
。
幾
中
㊒
憙
。

（
其
の
故
を
以
て
之
を
敓敓
す
。　
（
空
白
）　

攻
を
し
て
人
△
に
解
せ
し
む
。
之
を

占
す
る
に
、「
甚
だ
吉
。
幾
中
に
憙
び
㊒
り
」
と
。）

　

こ
の
空
白
部
に
は
何
ら
か
の
祭
禱
案
が
記
さ
れ
る
豫
定
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ

る
が
、
具
體
的
な
祭
祀
の
對
象
や
詳
細
が
最
終
的
に
決
定
さ
れ
な
か
っ
た
た
め
に
、

そ
の
部
分
は
記
述
さ
れ
ず
に
空
白
と
し
て
殘
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う（

（
（

。
も
し
「
囟
攻

解
」
が
豫
備
案
で
は
な
く
、
一
般
祭
禱
案
に
優
先
し
得
る
も
の
で
あ
れ
ば
、
こ
の

よ
う
な
空
白
を
設
け
ず
、「
以
其
故
敓敓
之
」
の
直
後
に
「
囟
攻
解
」
案
が
記
さ
れ

た
で
あ
ろ
う
か
ら
、
こ
の
空
白
の
存
在
も
「
囟
攻
解
」
案
が
豫
備
案
で
あ
っ
た
こ

と
を
示
唆
し
て
い
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
こ
の
簡
に
お
け
る
空
白
の
存
在
は
、
祭

祀
の
準
備
や
計
畫
が
常
に
流
動
的
で
あ
り
、
最
終
的
な
決
定
に
至
る
ま
で
の
過
程



日
本
中
國
學
會
報
　
第
七
十
六
集

一
二

で
樣
々
な
變
更
が
加
え
ら
れ
得
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
よ
う
で
あ
り
興
味
深
い
。

終
わ
り
に

　

本
稿
で
は
、
包
山
卜
筮
祭
禱
簡
に
お
け
る
「
囟
攻
解
」
に
つ
い
て
再
檢
討
を
行

っ
た
。
從
來
、
多
く
の
學
者
は
『
周
禮
』
に
お
け
る
「
六
祈
」
の
一
つ
と
し
て

「
攻
」
を
解
釋
し
、「
囟
攻
解
」
が
鬼
神
に
對
す
る
强
硬
な
除
祟
手
段
で
あ
る
と
考

え
て
い
た
。
し
か
し
、『
楚
地
出
土
戰
國
簡
册
（
十
四
種
）』
に
お
い
て
指
摘
さ
れ

て
い
る
よ
う
に
、「
攻
」
は
「
攻
執
事
人
」
と
關
連
が
あ
る
可
能
性
が
高
い
。
本

稿
で
は
、
さ
ら
に
「
囟
攻
解
」
の
語
彙
解
析
を
行
い
、「
囟
攻
解
」
は
「
攻
を
し

て
解
せ
し
む
」
と
讀
む
べ
き
で
あ
り
、
こ
れ
が
「
攻
」（
巫
祝
な
ど
と
類
似
す
る
職

能
人
）
が
鬼
神
と
交
流
を
圖
る
こ
と
に
よ
っ
て
依
賴
者
の
憂
患
を
轉
移
さ
せ
る
移

祟
法
で
あ
り
、
か
つ
こ
れ
が
豫
備
案
で
あ
る
こ
と
を
導
い
た
。

　
「
囟
攻
解
」
が
除
祟
法
で
は
な
く
移
祟
法
で
あ
る
と
い
う
こ
の
新
た
な
解
釋
は
、

楚
地
の
祭
祀
シ
ス
テ
ム
に
お
け
る
災
厄
の
解
消
法
の
多
樣
性
を
示
す
と
と
も
に
、

楚
地
で
は
、
祟
り
は
本
質
的
に
取
り
除
く
こ
と
は
で
き
な
い
と
考
え
ら
れ
て
い
た

可
能
性
を
示
唆
す
る
こ
と
に
な
る
。
祟
り
は
こ
れ
を
根
本
的
に
除
く
こ
と
が
で
き

な
い
か
ら
、
そ
れ
を
他
に
移
す
こ
と
を
考
え
る
の
で
あ
る
。
な
ら
ば
「
囟
攻
解
」

案
に
先
立
っ
て
提
示
さ
れ
る
一
般
祭
禱
案
も
除
祟
と
い
う
よ
り
は
、
祖
先
神
等
に

加
護
を
求
め
る
こ
と
に
重
點
が
置
か
れ
て
い
た
こ
と
に
な
ろ
う
。
祟
り
に
對
し
て

は
、
ま
ず
加
護
し
て
く
れ
る
祭
禱
對
象
に
加
護
を
祈
り
、
そ
れ
で
も
十
分
な
加
護

が
得
ら
れ
な
い
と
占
斷
さ
れ
た
場
合
に
は
、「
囟
攻
解
」
案
に
よ
り
祟
り
を
他
に

移
す
こ
と
を
試
み
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
こ
の
豫
備
案
と

し
て
の
「
囟
攻
解
」
案
は
、
依
賴
者
の
健
康
狀
態
や
特
定
の
狀
況
に
應
じ
て
柔
軟

に
提
示
さ
れ
て
お
り
、
楚
地
に
お
け
る
祭
禱
が
、
固
定
的
な
儀
式
で
は
な
く
、
變

化
す
る
現
實
の
問
題
解
決
と
密
接
に
關
わ
っ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
こ
の

こ
と
は
、
從
來
の
除
祟
法
中
心
の
理
解
を
見
直
し
、
よ
り
廣
範
で
柔
軟
な
災
厄
對

策
が
存
在
し
た
こ
と
を
考
慮
し
て
、
楚
地
の
祭
祀
に
お
け
る
儀
禮
の
實
施
方
法
や

鬼
神
と
の
關
係
性
を
再
評
價
し
て
い
く
必
要
性
を
示
唆
し
よ
う
。

　

本
稿
で
提
案
し
た
見
解
の
さ
ら
な
る
檢
證
や
、
こ
の
見
解
に
基
づ
く
楚
地
の
祭

祀
シ
ス
テ
ム
全
體
に
對
す
る
再
檢
討
に
つ
い
て
は
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

參
考
文
獻
一
覽
（
年
代
順
）

李
學
勤
「
竹
簡
卜
辭
與
商
周
甲
骨
」（『
鄭
州
大
學
學
報
』
一
九
八
九
年
第
二
期
）。

湖
北
省
荊
沙
鐵
路
考
古
隊
編
『
包
山
楚
簡
』（
文
物
出
版
社
、
一
九
九
一
年
）

彭
浩
「
包
山
二
號
楚
墓
卜
筮
和
祭
禱
竹
簡
的
初
步
硏
究
」（
湖
北
省
荊
沙
鐵
路
考
古

隊
編
『
包
山
楚
墓
』
附
錄
二
十
三
北
京
文
物
出
版
社
、
一
九
九
一
年
）。

吳
鬱
芳
「
包
山
二
號
墓
墓
主
昭
佗
家
譜
考
」（『
江
漢
論
壇
』
一
九
九
二
年
十
一
期
）。

何
琳
儀
「
包
山
竹
簡
選
釋
」（『
江
漢
考
古
』
一
九
九
三
年
四
期
）。

李
零
「
包
山
楚
簡
硏
究
（
占
卜
類
）」（『
中
國
典
籍
與
文
化
論
叢
』
第
一
輯
、
中
華
書
局
、

一
九
九
三
年
）。

曾
憲
通
「
包
山
卜
筮
簡
考
釋
（
七
篇
）」（『
第
二
屆
國
際
中
國
古
文
字
學
硏
討
會
論
文

集
』
一
九
九
三
年
）。

李
零
「
考
古
發
現
與
神
話
傳
說
」（『
學
人
』
第
五
輯
、
江
蘇
文
藝
出
版
社
、
一
九
九
四

年
）。

陳
偉
『
包
山
楚
簡
初
探
』（
武
漢
大
學
出
版
社
、
一
九
九
六
年
）。

陳
偉
「
包
山
楚
簡
所
見
幾
種
身
分
的
考
察
」（『
湖
北
大
學
學
報
』
一
九
九
六
年
第
一

期
）。

吳
鬱
芳
「〈
包
山
楚
簡
〉
卜
禱
簡
牘
釋
讀
」（『
考
古
與
文
物
』
一
九
九
六
年
第
二
期
）。

于
成
龍
「
包
山
楚
簡
中
若
干
制
度
問
題
的
探
討
」（
北
京
大
學
碩
士
學
位
論
文
、
一
九

九
七
年
）。



包
山
卜
筮
祭
禱
簡
に
お
け
る
「
囟
攻
解
」
に
つ
い
て
の
再
檢
討

一
三

池
澤
優
「
祭
ら
れ
る
神
と
祭
ら
れ
ぬ
神
―
戰
國
時
代
の
楚
の
『
卜
筮
祭
禱
記
錄
』

竹
簡
に
見
る
靈
的
存
在
の
構
造
に
關
す
る
覺
書
」（『
中
國
出
土
資
料
硏
究
』
創
刊

號
、
一
九
九
七
年
）。

陳
偉
「
湖
北
荊
門
包
山
卜
筮
楚
簡
所
見
神
祇
系
統
和
享
祭
制
度
」（『
考
古
』
一
九

九
九
年
第
四
期
）。

邴
尙
白
「
楚
國
卜
筮
祭
禱
簡
硏
究
」（
暨暨
南
國
際
大
學
中
國
語
文
學
系
碩
士
論
文
、
一

九
九
九
年
）。

大
西
克
也
「
包
山
楚
簡
『
囟
』
字
の
訓
釋
を
め
ぐ
っ
て
」（
東
京
大
學
中
國
語
中
國

文
學
硏
究
室
紀
要
第
三
號
、
二
〇
〇
〇
年
）。

工
藤
元
男
「
包
山
楚
簡
『
卜
筮
祭
禱
簡
』
の
構
造
と
シ
ス
テ
ム
」（『
東
洋
史
硏
究
』

第
五
九
卷
第
四
號
、
二
〇
〇
一
年
）。

胡
雅
麗
「
楚
人
宗
敎
信
仰
芻
議
」（『
江
漢
考
古
』
二
〇
〇
一
年
第
三
期
）。

胡
雅
麗
「
楚
人
宗
敎
信
仰
芻
議
（
續
）」（『
江
漢
考
古
』
二
〇
〇
一
年
第
四
期
）。

李
家
浩
「
包
山
祭
禱
簡
硏
究
」（『
簡
帛
硏
究
二
〇
〇
一
』
廣
西
師
範
大
學
出
版
社
、
二

〇
〇
一
年
）。

池
澤
優
『「
孝
」
思
想
的
宗
敎
學
硏
究
』（
東
京
大
學
出
版
會
、
二
〇
〇
二
年
）。

劉
信
芳
『
包
山
楚
簡
解
詁
』（
藝
文
印
書
館
、
二
〇
〇
三
年
）。

李
守
奎
編
『
楚
文
字
編
』（
華
東
師
範
大
學
出
版
社
、
二
〇
〇
三
年
）

陳
斯
鵬
「
論
周
原
甲
骨
和
楚
系
簡
帛
中
的
『
囟
』
與
『
思
』」（
香
港
中
文
大
學
中

國
文
化
硏
究
所
・
中
國
語
言
及
文
學
系
編
『
第
四
屆
國
際
中
國
古
文
字
學
硏
討
會
論
文

集
』
二
〇
〇
三
年
）。

劉
釗
「
包
山
楚
簡
文
字
考
釋
」（『
出
土
簡
帛
文
字
叢
考
』
臺
灣
古
籍
出
版
㊒
限
公
司
、

二
〇
〇
四
年
）。

工
藤
元
男
「
平
夜
君
成
楚
簡
「
卜
筮
祭
禱
簡
」
初
探
―
戰
國
楚
の
祭
祀
儀
禮
―
」

（『
長
江
流
域
文
化
硏
究
所
年
報
』
第
三
號
、
早
稻
田
大
學
長
江
流
域
文
化
硏
究
所
二
〇

〇
五
年
）。

沈
培
「
周
原
甲
骨
文
裏
的
『
囟
』
和
楚
墓
竹
簡
裏
的
『
囟
』
或
『
思
』」（『
漢
字

硏
究
』
第
一
輯
、
學
苑
出
版
社
、
二
〇
〇
五
年
）。

李
家
浩
「
包
山
卜
筮
簡
二
一
八
―
二
一
九
號
硏
究
」（『
長
沙
三
國
吳
簡
暨暨
百
年
來
簡

帛
發
現
與
硏
究
國
際
學
術
硏
討
會
論
文
集
』、
中
華
書
局
、
二
〇
〇
五
年
）。

沈
培
「
從
戰
國
簡
看
古
人
占
卜
的
『
蔽
志
』
―
兼
論
『
移
祟
』
說
」（
第
一
屆
古

文
字
與
古
代
史
學
術
討
論
會
、
中
央
硏
究
院
歷
史
語
言
硏
究
所
、
二
〇
〇
六
年
）。

陳
偉
「
楚
人
禱
祠
記
錄
中
的
人
鬼
系
統
以
及
相
關
問
題
」（
第
一
屆
古
文
字
與
古
代

史
學
術
討
論
會
論
、
中
硏
院
歷
史
語
言
硏
究
所
、
二
〇
〇
六
年
）。

晏
昌
貴
「
楚
簡
所
見
諸
司
神
考
」（『
江
漢
論
壇
』
二
〇
〇
六
年
第
九
期
）。

晏
昌
貴
「
楚
卜
筮
簡
所
見
神
靈
雜
考
（
五
則
）」（『
簡
帛
』
第
一
輯
、
上
海
古
籍
出
版

社
、
二
〇
〇
六
年
）。

陳
偉
主
編
『
楚
地
出
土
戰
國
簡
册
（
十
四
種
）』（
經
濟
科
學
出
版
社
、
二
〇
〇
九
年
）

楊
華
「
楚
簡
中
『
上
下
』
與
『
內
外
』
―
兼
論
楚
人
祭
禮
中
的
神
靈
分
類
問

題
」（『
簡
帛
』
第
四
輯
、
上
海
古
籍
出
版
社
、
二
〇
〇
九
年
）。

晏
昌
貴
『
巫
鬼
與
淫
祀
―
楚
簡
所
見
方
術
宗
敎
考
』（
武
漢
大
學
出
版
社
、
二
〇

一
〇
年
）。

晏
昌
貴
「
楚
卜
筮
簡
所
見
地
祇
考
」（『
簡
帛
術
數
與
歷
史
地
理
論
集
』
商
務
印
書
館
、

二
〇
一
〇
年
）。

工
藤
元
男
『
占
い
と
中
國
古
代
の
社
會
：
發
掘
さ
れ
た
古
文
獻
が
語
る
』（
東
方

書
店
、
二
〇
一
一
年
）。

蔡
麗
利
「
楚
卜
筮
總
合
硏
究
」（
吉
林
大
學
博
士
學
位
論
文
、
二
〇
一
二
年
）。

朱
曉
雪
『
包
山
楚
簡
綜
述
』（
福
建
人
民
出
版
社
、
二
〇
一
三
年
）。



日
本
中
國
學
會
報
　
第
七
十
六
集

一
四

㊟（
1
）　

工
藤
元
男
（
二
〇
〇
五
）、
十
五
頁
を
參
照
。

（
2
）　
『
包
山
楚
簡
』（
一
九
九
一
）、
三
三
八
～
三
四
〇
頁
を
參
照
。

（
3
）　

大
西
克
也
（
二
〇
〇
〇
）
で
諸
說
を
紹
介
し
て
い
る
。
ａ
．曾
憲
通
（
一
九
九
三
）

は
、「
囟
」
を
句
首
發
語
詞
と
し
、
楚
簡
で
は
「
甶甶
」
と
書
か
れ
る
こ
と
が
多
い
と

指
摘
し
て
い
る
。
沈
培
（
二
〇
〇
五
）
は
「
囟
」
が
「
應
、
當
」
の
意
味
の
語
气
副

詞
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
ｂ
．池
澤
優
（
一
九
九
七
、
二
〇
〇
二
）
は
「
思
攻
解
」

を
神
靈
に
祟
り
を
解
除
す
る
よ
う
請
求
す
る
對
抗
儀
禮
と
解
釋
し
て
い
る
。
ｃ
．大

西
克
也
（
二
〇
〇
〇
）
は
、「
甶甶
」
を
「
使
」
と
讀
む
べ
き
と
指
摘
し
て
い
る
。

（
4
）　

こ
れ
は
孤
例
で
は
な
い
。
天
星
觀
の
「
卜
筮
祭
禱
簡
」
は
ま
だ
正
式
な
圖
版
資
料

が
公
開
さ
れ
て
い
な
い
が
、『
楚
文
字
編
』（
二
〇
〇
三
）
で
は
、「
囟
★
解
於
●
𥛜𥛜

與
强
死
」（
天
星
觀
・
四
二
號
簡
）
の
例
が
見
え
る
。
こ
れ
は
楚
系
簡
文
に
お
い
て
、

「
攻
」
が
「
★
」
と
し
て
書
か
れ
る
こ
と
が
あ
り
、
兩
者
が
通
用
し
て
い
る
こ
と
を

示
し
て
い
る
。

（
5
）　
『
國
語
』
楚
語
下
「
又
㊒
左
史
倚
相
、
能
衟
訓
典
、
以
敘
百
物
、
以
朝
夕
獻
善
敗

于
寡
君
、
使
寡
君
無
忘
先
王
之
業
。
又
能
上
下
說
于
鬼
神
、
順
衟
其
欲
惡
、
使
神
無

㊒
怨
痛
于
楚
國
。」『
呂
氏
春
秋
』
孟
冬
紀
・
異
寶
「
古
之
人
非
無
寶
也
、
其
所
寶
者

異
也
。
孫
叔
敖
疾
、
將
死
、
戒
其
子
曰
、
王
數
封
我
矣
、
吾
不
受
也
。
爲
我
死
、
王

則
封
汝
、
必
無
受
利
地
。
楚
・
越
之
閒
、
㊒
寢
之
丘
者
、
此
其
地
不
利
、
而
名
甚
惡
。

荊
人
畏
鬼
、
而
越
人
信
機
。
可
長
㊒
者
、
其
唯
此
也
。」『
漢
書
』
地
理
志
下
「
信
巫

鬼
、
重
淫
祀
。
而
漢
中
淫
失
枝
柱
、
與
巴
蜀
同
俗
。」『
漢
書
』
郊
祀
志
下
「
楚
懷
王

隆
祭
祀
、
事
鬼
神
、
欲
以
獲
福
助
。」『
漢
書
』
武
五
子
傳
「
而
楚
地
巫
鬼
、
胥
迎
女

巫
李
女
須
、
使
下
神
祝
詛
。」

（
6
）　

舊
楚
地
で
發
見
さ
れ
た
睡
虎
地
秦
簡
『
日
書
』
詰
篇
に
は
鬼
神
を
祓
う
事
例
が
多

く
見
え
て
い
る
が
、
こ
の
『
日
書
』
の
所
㊒
者
が
秦
の
統
治
下
の
役
人
で
あ
る
こ
と

か
ら
、
こ
れ
を
直
ち
に
楚
俗
と
見
な
し
得
る
の
か
に
つ
い
て
は
疑
問
の
餘
地
が
あ
る
。

（
7
）　
『
包
山
楚
墓
』（
一
九
九
一
年
）、
五
五
頁
は
「
宮
」
と
「
行
」
を
二
つ
の
神
と
し

て
解
釋
し
た
が
、
陳
偉
（
一
九
九
六
）、
一
六
七
頁
は
、
簡
文
に
お
い
て
複
數
の
神

祇
に
對
し
て
犧
牲
を
捧
げ
る
場
合
、
必
ず
「
各
」
と
い
う
表
現
が
用
い
ら
れ
る
こ
と

か
ら
、「
宮
行
」
は
二
つ
の
神
で
は
な
い
と
考
察
し
て
い
る
。
ま
た
、
陳
氏
は
「
行
」

と
「
宮
行
」
は
同
一
の
神
を
異
な
る
名
稱
で
呼
ん
だ
可
能
性
が
高
い
と
指
摘
し
て
い

る
。

（
8
）　
『
楚
地
出
土
戰
國
簡
册
（
十
四
種
）』（
二
〇
〇
九
）、
九
九
頁
を
參
照
。

［
附
記
］
本
論
文
の
完
成
に
あ
た
り
、
廣
島
大
學
の
末
永
高
康
敎
授
か
ら
極
め
て

㊜
切
で
丁
寧
な
ご
指
導
と
ご
助
言
を
賜
っ
た
こ
と
に
深
く
感
謝
す
る
。
そ
の
ご

指
導
が
な
け
れ
ば
、
本
硏
究
を
こ
こ
ま
で
ま
と
め
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。

心
よ
り
御
禮
申
し
上
げ
る
。
な
お
、
本
硏
究
は
、
Ｊ
Ｓ
Ｔ
次
世
代
硏
究
者
挑
戰

的
硏
究
プ
ロ
グ
ラ
ム
Ｊ
Ｐ
Ｍ
Ｊ
Ｓ
Ｐ
2
1
1
9
の
支
援
を
受
け
た
も
の
で
あ
る
。


